
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
六
十
四
号 

 
 
 

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
） 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
七
十
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号

中
「
薬
局
製
造
業
者
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、

同
号

中
「
薬
局
製
業
者
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
号

中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「

医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、
同
号

及
び

中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
許

可
等
の
更
新
を
拒
否
す
る
場
合
の
手
続
」
を
「
処
分
の
理
由
の
通
知
並
び
に
弁
明
及
び
有
利
な
証
拠
の
提

出
の
機
会
の
供
与
」
に
改
め
、
「
配
置
販
売
業
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
を
、
「

許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
」
の
下
に
「
及

び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
を
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
（
区
域
管
理
者
及
び
再

生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売

業
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
を
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号

中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
使
用
禁
止
命
令
（
」
の
下
に
「
再
生
医
療

等
製
品
の
販
売
業
に
係
る
も
の
を
除
き
、
」
を
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
、
「
の
製
造
販
売
業
者
」
の
下
に
「
及
び
製
造
業

者
」
を
、
「
薬
局
製
造
販
売
業
者
」
の
下
に
「
及
び
薬
局
製
造
業
者
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
処
分
（
」
の
下
に
「
配
置
販
売
業
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
係
る

も
の
を
除
き
、
」
を
、
「
許
可
」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
収

去
（
」
の
下
に
「
配
置
販
売
業
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
係
る
も
の
を
除
き
、
」
を
、
「
許
可

」
の
下
に
「
、
登
録
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 

第
六
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
回
収
の
報
告
の
受
付
（
薬
局
製
造
販
売
業
者

に
限
る
。
） 

第
九
条
第
七
十
三
号

中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

の
前
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
び
貸

与
業
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
に
係
る
許
可 

 
 

第
九
条
第
七
十
四
号
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全



性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療

等
製
品
の
販
売
業
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
者
」
の
下
に
「
及
び
再

生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
者
」
の
下
に

「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
」

を
「
配
置
販
売
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中

「
配
置
販
売
業
」
を
「
配
置
販
売
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
配
置
販
売
業
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
㈩
を

と
し
、
㈨
を

と
し
、

㈧
を

と
し
、
㈦
を

と
し
、
㈥
を

と
し
、
㈤
を

と
し
、
㈣
を
㈩
と
し
、
㈢
を
㈨
と
し
、
㈡
を
㈧
と

し
、
㈠
を
㈦
と
し
、
㈦
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈠ 

第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
交
付 

 
 
 

㈡ 

第
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付 

 
 
 

㈢ 

第
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付 

 
 
 

㈣ 

第
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
さ
れ
た
許
可
証
の
受
領 

 
 
 

㈤ 

第
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
返
納
さ
れ
た
許
可
証
の
受
領 

 
 
 

㈥ 

第
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
許
可
台
帳
の
作
成 

 
 

第
九
条
第
七
十
五
号
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に

改
め
、
同
条
第
七
十
五
号
の
二
中
「
又
は
第
四
条
」
を
削
り
、
「
権
限
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
九
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
㈥
中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、

同
号
㈦
及
び
㈧
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
八
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」

を
「
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
配

置
販
売
業
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中

「
管
理
者
等
」
の
下
に
「
（
区
域
管
理
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
㈩
を

と
し
、
同
号
㈨
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
中
㈨
を
㈩
と
し
、
㈧
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 
 

㈨ 

第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
及
び
貸

与
業
の
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
に
係
る
許
可 

 
 

第
十
四
条
第
十
号
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
㈠
中
「
交
付
等
」
を
「
交
付
（
配
置
販
売
業
及
び
再

生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
㈡
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四

十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
交
付
」
の
下
に
「
（
配
置
販
売
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者



に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
㈢
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「
再
交
付
」
の
下
に
「
（
配
置
販
売
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

」
を
加
え
、
同
号
㈤
中
「
作
成
」
の
下
に
「
（
配
置
販
売
業
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
㈤
を
㈥
と
し
、
同
号
㈣
中
「
受
領
」
の
下
に
「
（
配
置
販
売
業
者
及

び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
㈣
を
㈤
と
し
、
㈢
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈣ 

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
さ
れ
た
許
可
証
の
受
領
（
配
置
販
売
業
者
及
び
再
生

医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
十
四
条
第
十
号
の
二
中
「
又
は
第
四
条
」
を
削
る
。 

 

（
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

 

す
る
。 

 

第
十
一
条
薬
務
課
の
項
第
一
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
同
項
第
十
四
号
中
「
医
療
機
器
等
」
を
「
医
療
機
器
、
再
生
医
療

等
製
品
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
局
の
部
薬
務
課
の
款
広
島
県
薬
事
審
議
会
の
項
、
第
五
十
二
条
生
活

衛
生
課
の
項
第
十
二
号
及
び
第
五
十
七
条
衛
生
環
境
課
の
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
七
の
三
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確 

保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

（
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

母
子
保
健
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

別
記
様
式
第
六
号
中 「

  

 

」
 

を 
次
の
と
お

り
医
療
法

薬
事
法

の
処
分
を
受
け
た
の
で
届
け
ま
す
。
 

 
 
 
 

「
  

 
 

」
 

に
、

次
の
と
お

り
 医

療
法
 

医
薬
品
，
医
療
機
器
等
の
品
質
，
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
 

の
処
分
を
受
け
た
の
で
届
け
ま
す
。
 

 
 
「
  

 
 

 

」

を

処
分
を
受

け
た

事
項

 
 

 
 
医
療
法
（
第
24条

，
第
28条

，
第
29条

）
 

薬
事
法
（
第
72条

，
第
73条

，
第
75条

第
１
項
）
 

 
 

 
「
  

 
 

 

」
 

に
改

処
分
を
受

け
た

事
項

 
 

 
 
医
療
法
（
第
24条

，
第
28条

，
第
29条

）
 

医
薬
品
，
医
療
機
器
等
の
品
質
，
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
 

法
律
（
第
72条

第
４
項
，
第
75条

第
１
項
，
第
75条

の
２
第
１
項
）

 
 

 



め
る
。 

 
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
二
の
表
麻
薬
卸
売
業
者
の
項
及
び
麻
薬
小
売
業
者
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療 

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

（
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

 

る
。 題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

第
一
条
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
八 

 

年
広
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
八
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
号
の
七
ま
で
の
様
式
中 

「   
障
害
者
総
合
支
援
法
及
び
そ
の
他
の
法
律
（
児
童
福
祉
法
，
医
師
法
，
歯
科
医
師
法
，
保
健
師
助
産
師
看

護
師
法
，
医
療
法
，
身
体
障
害
者
福
祉
法
，
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
，
薬
事
法
，
薬

剤
師
法
，
介
護
保
険
法
及
び
障
害
者
虐
待
の
防
止
，
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
，
労

働
基
準
法
，
最
低
賃
金
法
及
び
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
）
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

れ
，
そ
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
。
 

」
 

 

を に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
八
号
中 

「 
 障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
59条

第
１
項
の
規
定
に
よ

る
指

定
自

立
支

援
医

療
機

関
（

育
成

医
療

・
更

生
医

療
・

精
神

通
院

医
療

）
に

つ
い

て
，

次
の

と
お

り
（

医
療

法
・

健
康

保
険

法
・

介
護

保
険

法
・

薬
事

法
）

の
規

定
に

よ
る

処
分

を
受

け

ま
し

た
の

で
，

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

施
行

規

則
第
6
3
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

」

 
 

を 「 
  
障
害
者
総
合
支
援
法
及
び
そ
の
他
の
法
律
（
児
童
福
祉
法
，
医
師
法
，
歯
科
医
師
法
，
保
健
師
助
産
師
看

護
師
法
，
医
療
法
，
身
体
障
害
者
福
祉
法
，
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
，
医
薬
品
，
医

療
機
器
等
の
品
質
，
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
，
薬
剤
師
法
，
介
護
保
険
法
，
障
害
者

虐
待
の
防
止
，
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
，
労
働
基
準
法
，
最
低
賃
金
法
及
び
賃
金

の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
）
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
，
そ
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
。
 

」

 
 



に
、 

を に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

 

「 
 障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
5
9
条

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

指
定

自
立

支
援

医
療

機
関

（
育

成
医

療
・

更
生

医
療

・
精

神
通

院
医

療
）

に
つ

い
て

，

次
の

と
お

り
（

医
療

法
・

健
康

保
険

法
・

介
護

保
険

法
・

医
薬
品
，

医
療
機

器
等
の

品
質
，

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

）
の

規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

ま
し

た
の

で
，

障
害

者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
施

行
規

則
第

6
3
条

の
規

定
に

よ

り
届

け
出
ま

す
。
 

」

 
 

「 
 注
 「

育
成
医
療
・
更
生
医
療
・
精
神
通
院
医
療
」
及
び
「
医
療
法
・
健
康
保
険
法
・
介
護
保
険
法
・
薬
事

法
」
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

」

 
 

「 
 注
 「

育
成
医
療
・
更
生
医
療
・
精
神
通
院
医
療
」
及
び
「
医
療
法
・
健
康
保
険
法
・
介
護
保
険
法
・
医
薬

品
，
医
療
機
器
等
の
品
質
，

有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る

も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

」

 
 


